
必
要
性

有
効
性

効
率
性

総
合
評
価

1 ②－2 田沢湖水質保全事業 生活環境部 環境管理課 1977 － 68,817 Ｂ Ｂ Ｂ Ａ

2 ②－2
能代産業廃棄物処理センター環
境保全対策費

生活環境部 環境整備課 1998 － 137,986 Ｂ Ａ Ｂ Ａ

3 ②－2
八郎湖「わがみずうみ」創生事
業

生活環境部
環境管理課八郎
湖環境対策室

2006 － 71,237 Ａ Ｃ Ｂ Ｂ

4 ②－2 環境放射能測定事業 生活環境部 環境管理課 2012 － 19,808 Ｂ Ａ Ｂ Ａ

5 ②－2 野生鳥獣被害防止対策事業 生活環境部 自然保護課 2014 － 659,901 Ａ Ａ Ｂ Ａ

令和２年度事業（中間）評価結果一覧表（政策体系順）

評価結果

No 施
策

－
政
策

事業名 部局名 課室名
開始
年度

終了
年度

令和元年度
事業費
(千円）



(様式４)継続事業中間評価調書   ( 年度実施事業)（事前評価 年 ) 評価確定日( 年 月 日 ）

事業ｺｰﾄﾞ 政策コード 政 策 名
施策コード 施 策 名

事 業 名
指標コード 施策目標(指標)名

(tel) 担当者名部 局 名 課 室 名 班名 担当課長名
 評　　価　　対　　象　　事　　業　　の　　内　　容 事業年度 年度 ～ 年度

３．事業目的（どういう状態にしたいのか）１－１．事業実施当初の背景（施策目標達成のためになぜこの事業が必要であったのか）

(重点施策推進方針との関係) 重点事業 その他事業

４．目的達成のための方法

 ①事業の実施主体
１－２．外部環境の変化及び事業推進上の課題

 ②事業の対象者･団体

 ③達成のための手段

２．住民ニーズの状況(事業継続中に把握したもの)
５．昨年度の評価結果等 継続 改善 見直しまたは休廃止受益者 一般県民 （時期： 年 月）①ニーズを把握した対象

②ニーズの変化の状況 a 増大した c 減少したb 変わらない ①評価の内容
③ニーズの把握の方法

アンケート調査 各種委員会及び審議会 ヒアリング インターネット
その他の手法 （具体的に )

④ニーズの具体的内容及び変化の状況の内容 ②評価に対

する対応

６．事業の全体計画及び財源 単位(千円)

事 業 内 訳 左　　の　　説　　明 年度 年度 年度年度 年度 年度順位 全体(最終)計画

財源内訳 左  の  説  明

国 庫 補 助 金

県　　　　　債
そ　　の　　他
一 般 財 源

令和02 令和02 04 30

0808020202 環境保全対策の推進

02 良好な環境と豊かな自然の保全田沢湖水質保全事業
三大湖沼の水質保全対策の推進02

生活環境部 環境管理課 大気・水質班 1603 古井　正隆 古井　司洋

昭和52 令和99

　国と県等が締結した玉川酸性水の中和処理に係る協定に基づき中和処理を継続するとともに、水質　田沢湖のpHは、平成元年に国の玉川酸性水中和処理施設が稼働して以降、平成10年頃までは順調に
改善に向けた知見を蓄積し、田沢湖の水質管理基準であるpH6を確保する。改善したものの、平成14年以降の玉川源泉の酸度上昇により、近年は横ばいで推移している。　　　

　このため、田沢湖の水質改善に向け、玉川酸性水の中和処理の徹底と知見の蓄積等が必要である。

○ ●

国、県、その他関係機関

地域住民及び事業者（農業、漁業、観光、水道等）　田沢湖のpHは、国の中和処理により平成10年には表層で5.7まで回復したが、玉川源泉の酸度上昇
により、中和処理を強化したにもかかわらず低下し、平成15年以降、5.0～5.4で推移しており、国と
県等が締結した玉川酸性水に係る協定の水質管理基準である6に達していない。　　　　　　　　　

・玉川酸性水の中和処理を徹底　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他方、平成30年５月及び令和元年５月に仙北市から田沢湖の水質改善に関する要望があった。
・田沢湖やその流入河川等での水質調査及び中和処理効果の確認　　　　　　　　　　　　　　　　
・水質改善に向けた知見の蓄積

● ○ ○□ ■ 04

○ ● ○ （一次評価結果）��　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　平成30年度は、国と連携した玉川酸性水の中和処理や水質調査を継続するとともに、平成28、29年度に実施した中
和促進に関する調査研究に係る関係機関の意見集約と意見交換を行った。令和元年度は、引き続き、玉川酸性水の中

□ □ □ □ 和処理や水質調査を国と連携して行うとともに、水質改善に向けた知見の蓄積を行う必要がある。
■ 仙北市要望、新聞報道等

　国と連携した玉川酸性水の中和処理や水質調査等を継続するとともに、中和処理に関係する機関による意見交換を
　田沢湖の環境を修復していただきたい、という地域の声が寄せられている。 実施した。

0 53 0 0 1 0 30 2 0 4

玉川酸性水中和処理施設維持管理委託事業 国土交通省と締結した「玉川酸性水中和処理施設の維持管理及び費用に関する協定」に基
01

づき、中和処理施設で使用する石灰石の購入費用等の一部を負担する。      63,415      66,889      81,567      81,567      81,567      81,567              

田沢湖水質保全対策事業 中和処理後の玉川河川水の水質等を調査する。02
      1,812       1,928       3,045       3,045       3,045       3,045              

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                  65,227      68,817      84,612      84,612     84,612      84,612

                                                                               

                                                                               

                                                                               

     68,817      84,612     65,227      84,612      84,612      84,612              

13414
タイプライターテキスト
R1



７．事業の効果を把握するための手法及び効果の見込み
１次評価

指標名 指標の種類 評価結果
事業の効果（事業目標は達成されているのかどうか） 適用の可否 可 不可成果指標 有

効
性
の
観
点

指標式 Ab 達成率８０％以上１００％未満 c 達成率８０％未満a 達成率１００％以上業績指標
【評価への適用不可又はｃの場合の理由】①年度別の目標値（見込まれる効果） 低減目標指標 該当 非該当 B

指　標 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 最終年度

目標a C指
標
Ⅰ

実績b
１ 事業の経済性の妥当性(費用対効果の対前年度比) 適用の可否 可 不可

b 0.9～1.1a 1.1～ c ～0.9
東北及び全国の状況

＝〔 〕〔 〕
（指標Ⅰ）

/②データ等の出典
＝ （指標Ⅱ） A③把握する時期 翌年度 翌々年度 月当該年度中 月月 【評価への適用不可又はｃの場合の理由】効

率
性
の
観
点

指標の種類指標名

成果指標指標式
B業績指標

低減目標指標①年度別の目標値（見込まれる効果） 該当 非該当 ２ コスト縮減のための取組状況
指
標
Ⅱ

最終年度年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 a 客観的で効果が高い指　標 b 取組んでいる c 取組んでいない
目標a 【コスト縮減に向けた具体的な取組内容又は取組んでいない理由】 C
実績b

東北及び全国の状況

②データ等の出典 A継続
③把握する時期 当該年度中 月 翌年度 翌々年度 月月 総

合
評
価

B改善して継続
◎指標を設定することができない場合の効果の把握方法 C見直し

①指標を設定することが出来ない理由
D休廃止

E終了

②見込まれる効果及び具体的な把握方法(データの出典含む) ２次評価

必要性 A B C C有効性 A B C 効率性 A B

A継続総
合
評
価

１次評価 評価結果 B改善して継続

課題に照らした妥当性 a cb C見直し
【
理
由
】

D休廃止

E終了
必
　
要
　
性
　
の
　
観
　
点

Aa c住民ニーズに照らした妥当性 b 評価結果の当該事業への反映状況等(対応方針)
【
理
由
】 B

c県関与の妥当性（民間、市町村、国との役割分担） a b
法令・条例上の義務 内部管理事務 県でなければ実施できないもの

C民間・市町村で実施可能であるが県が関与する必要性が認められるもの 政策評価委員会意見
【
理
由
】

田沢湖湖心のpH年間平均値

○ ●●田沢湖湖心のpH年間平均値（pHは水素イオン濃度に変換して計算）
○○ ○○○

○ ● ●　令和元年度実績が未確定であるため。また、協定に基づく中和処理を行わない場合は、
30 01 02 03 0 4 0 5 0 6 現状よりも達成率が悪化することが想定され、更なる水質改善に向けて知見の蓄積等が必

要であるため。 ○         6           6.0       5.6       5.8          6         6          6         6

       5.4                                                                          

○ ●ｂ／ａ  96.4%     0%     0%     0%     0%     0%     0%       

○○ ○なし
令和01年度の効果 平成30年度の効果

環境管理課調べ
令和01年度の決算額 平成30年度の決算額

○○●○ 0 6

○
●○

○ ○
3 0 01 02 03 0 4 0 5 0 6 ○ ● ○

○                                                                                   

　玉川酸性水の中和処理や水質調査等に係る経費については、毎年度見直ししてコスト縮                                                                                   
減に取り組んでいるものの、玉川源泉の酸度が高めで推移していることや労務単価の上昇ａ／ｂ                                                 
等により、全体的なコストの縮減はこれ以上困難な状況にある。

　令和元年度は、玉川酸性水の中和処理や水質調査を国と連携して行うとともに、中和処●
理に関係する機関による意見交換を実施した。��　　　　　　　　　　　　　　　　　　○ ○○ ○ 　令和２年度も、引き続き、関係機関との意見交換を実施し、施策目標の達成に向け、協
働した取組の推進を図る。○

○

○

- - - - - -- - -

（２次評価対象外）○
○

● ○ ○ ○
　田沢湖の水質改善に向けては、玉川酸性水の中和処理の徹底と知見の蓄積等が必要であ

○る。

○

○○ ● ○
　仙北市から田沢湖の再生に係る要望があるほか、県民からも田沢湖の水質改善を期待す
る声がある。

●

○● ○
□ ■ □

○□

　国と県が締結した玉川酸性水に係る協定に基づき、玉川酸性水の中和処理を継続し、田
沢湖でpH6を確保する。



(様式４)継続事業中間評価調書   ( 年度実施事業)（事前評価 年 ) 評価確定日( 年 月 日 ）

事業ｺｰﾄﾞ 政策コード 政 策 名
施策コード 施 策 名

事 業 名
指標コード 施策目標(指標)名

(tel) 担当者名部 局 名 課 室 名 班名 担当課長名
 評　　価　　対　　象　　事　　業　　の　　内　　容 事業年度 年度 ～ 年度

３．事業目的（どういう状態にしたいのか）１－１．事業実施当初の背景（施策目標達成のためになぜこの事業が必要であったのか）

(重点施策推進方針との関係) 重点事業 その他事業

４．目的達成のための方法

 ①事業の実施主体
１－２．外部環境の変化及び事業推進上の課題

 ②事業の対象者･団体

 ③達成のための手段

２．住民ニーズの状況(事業継続中に把握したもの)
５．昨年度の評価結果等 継続 改善 見直しまたは休廃止受益者 一般県民 （時期： 年 月）①ニーズを把握した対象

②ニーズの変化の状況 a 増大した c 減少したb 変わらない ①評価の内容
③ニーズの把握の方法

アンケート調査 各種委員会及び審議会 ヒアリング インターネット
その他の手法 （具体的に )

④ニーズの具体的内容及び変化の状況の内容 ②評価に対

する対応

６．事業の全体計画及び財源 単位(千円)

事 業 内 訳 左　　の　　説　　明 年度 年度 年度年度 年度 年度順位 全体(最終)計画

財源内訳 左  の  説  明

国 庫 補 助 金

県　　　　　債
そ　　の　　他
一 般 財 源

令和02 令和02 04 23

0808020101 環境保全対策の推進

02 良好な環境と豊かな自然の保全能代産業廃棄物処理センター環境保全対策費
良好な環境の保全対策の推進01

生活環境部 環境整備課 適正処理推進班 1625 高橋正嘉 川原和志

平成10 令和99

　当該処分場からの汚染拡大防止、汚水処理等の維持管理を着実に実施することにより、処分場周辺　能代産業廃棄物処理センターは、能代市浅内地区内において昭和55年から約18万㎡の敷地に最終処
の環境を保全し、地域住民の不安を解消する。分場及び中間処理施設（廃油等の焼却施設）を設置し事業を営んでいたが、昭和62年頃から敷地外で

発ガン性の疑いがあるVOC（揮発性有機化合物）を含む汚水の滲出等が見られ、大きな環境問題とな
った。その後、平成10年12月に未処理の廃棄物や汚水を場内に大量に保有したまま事業者が破産した
ため、県が事業者に代わって地域の環境保全対策を行う必要があった。

● ○

県

能代産業廃棄物処理センター周辺の住民等　平成17年1月に産廃特措法の適用を受け、国の支援を受けながら継続して環境保全対策を実施して
きた。平成25年3月には、平成25年度から34年度（令和4年度）を計画期間とする変更実施計画につい
て環境大臣の同意を得たことから、引き続き国の支援を受けて対策を実施していくこととしている。

　産廃特措法の「実施計画」に基づく環境保全対策（処分場内外の汚水等の処理など、処分場の適切現在のところ、処分場周辺での新たな環境保全上の支障の発生は見られないものの、処分場内外の水
な維持管理、周辺の地下水や公共用水域、場内の滲出水、地下水等の水質調査）の実施。地元住民、質が安定化するまでの間、汚水処理等の維持管理を続けていく必要がある。平成21年度にVOCの一つ
能代市、県による環境保全対策の協議。学識経験者等の専門家による環境保全対策の検討。である１，４-ジオキサンが、地下水環境基準に追加されたことから、処分場内外から検出されてい

る当該物質の対策を早急に講ずる必要がある。

○ ● ○■ □ R01 10

○ ● ○ （一次評価結果）��環境保全対策に関する「実施計画」に基づき、「産廃特措法」の適用による国の財政支援を受け
た環境保全対策を実施していく。なお、事業の実施にあたっては、環境対策協議会の開催により地元住民の意見を把
握し、汚水処理等の維持管理対策や環境保全対策工事を着実に行うとともに、地下水の水質等の状況を把握する。ま

□ □ □ □ た、環境保全対策に係る経費を増加させることなく、より効率的な手法に変更するなど、コスト節減と対策効果の確
■ 能代産業廃棄物処理センター環境対策協議会 保を図る。

「実施計画」に基づき、汚水の浄化処理や地下水等の水質監視など、適切な維持管理を行っている。「環境対策協議
　県には処分場周辺の環境保全対策を継続実施してもらいたい。Ｎｏ．２処分場に残存している油状 会」を開催し、地元住民意見を把握するほか、協議を続けている。業務の委託等に際しては競争入札を取り入れるな

物質入りのドラム缶を掘削撤去してもらいたいという要望がよせられている。 ど、コスト削減に努めた。

0 53 0 0 1 0 30 2 0 4

環境保全対策部会運営費 遮水壁の有効性の調査研究その他環境保全対策に関する検討を行うため、学識経験者で構
01

成する委員会を設置・運営する。          77         150         303         303         303         303              

環境対策協議会運営費 能代産業廃棄物処理センターに関する環境保全対策について、地元住民、能代市、秋田県02
が一体となって協議するため、環境対策協議会を運営する。          22          58         171         171         171         171              

特定支障除去等事業費 産廃特措法の「実施計画」に基づく生活環境保全上の支障の除去等の事業などを実施する
03              。     121,913     137,778     161,500     161,500     161,500     161,500

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                 122,012     137,986     161,974     161,974    161,974     161,974

産業廃棄物特定支障除去等事業推進補助金                                                    25,019      30,000            

地方特例債、行政改革推進債                   68,100      65,300      57,500      57,500      57,500            

             産業廃棄物特定支障除去等支援事業出えん金       9,113       2,773      38,379                 38,379      38,379

     39,913      66,095     19,780      66,095      66,095     161,974              



７．事業の効果を把握するための手法及び効果の見込み
１次評価

指標名 指標の種類 評価結果
事業の効果（事業目標は達成されているのかどうか） 適用の可否 可 不可成果指標 有

効
性
の
観
点

指標式 Ab 達成率８０％以上１００％未満 c 達成率８０％未満a 達成率１００％以上業績指標
【評価への適用不可又はｃの場合の理由】①年度別の目標値（見込まれる効果） 低減目標指標 該当 非該当 B

指　標 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 最終年度

目標a C指
標
Ⅰ

実績b
１ 事業の経済性の妥当性(費用対効果の対前年度比) 適用の可否 可 不可

b 0.9～1.1a 1.1～ c ～0.9
東北及び全国の状況

＝〔 〕〔 〕
（指標Ⅰ）

/②データ等の出典
＝ （指標Ⅱ） A③把握する時期 翌年度 翌々年度 月当該年度中 月月 【評価への適用不可又はｃの場合の理由】効

率
性
の
観
点

指標の種類指標名

成果指標指標式
B業績指標

低減目標指標①年度別の目標値（見込まれる効果） 該当 非該当 ２ コスト縮減のための取組状況
指
標
Ⅱ

最終年度年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 a 客観的で効果が高い指　標 b 取組んでいる c 取組んでいない
目標a 【コスト縮減に向けた具体的な取組内容又は取組んでいない理由】 C
実績b

東北及び全国の状況

②データ等の出典 A継続
③把握する時期 当該年度中 月 翌年度 翌々年度 月月 総

合
評
価

B改善して継続
◎指標を設定することができない場合の効果の把握方法 C見直し

①指標を設定することが出来ない理由
D休廃止

E終了

②見込まれる効果及び具体的な把握方法(データの出典含む) ２次評価

必要性 A B C C有効性 A B C 効率性 A B

A継続総
合
評
価

１次評価 評価結果 B改善して継続

課題に照らした妥当性 a cb C見直し
【
理
由
】

D休廃止

E終了
必
　
要
　
性
　
の
　
観
　
点

Aa c住民ニーズに照らした妥当性 b 評価結果の当該事業への反映状況等(対応方針)
【
理
由
】 B

c県関与の妥当性（民間、市町村、国との役割分担） a b
法令・条例上の義務 内部管理事務 県でなければ実施できないもの

C民間・市町村で実施可能であるが県が関与する必要性が認められるもの 政策評価委員会意見
【
理
由
】

公共下水道放流処理水の水質基準適合率

● ○●水質基準適合率＝基準適合回数/水質測定回数×１００
●○ ○●○

○ ● ○
30 01 02 03 0 4 0 5 0 6

○       100           100       100       100        100       100        100       100

       100                     100                                                  

○ ●ｂ／ａ   100%   100%     0%     0%     0%     0%     0%       

○○ ○なし
令和01年度の効果 平成30年度の効果

環境整備課調べ
令和01年度の決算額 平成30年度の決算額

○○●○ 0 4

○
●○

○ ○
3 0 01 02 03 0 4 0 5 0 6 ○ ● ○

○                                                                                   

　処分場の維持管理については、電気代、薬品代の縮減に努めているほか、業務委託の際                                                                                   
には競争入札を取り入れるなど、コスト縮減に努めている。ａ／ｂ                                                 

　処分場周辺地下水の水質等の早期改善や安定化に向け、より効率的、効果的な手法を検●
討しながら、今後も継続して汚水処理等の環境保全対策を実施する必要がある。○ ○○ ○

○

○

○

- - - - - -- - -

（２次評価対象外）○
○

● ○ ○ ○
　本事業の実施により、処分場周辺の地下水や沢水の水質について改善が認められ、環境

○の汚染が防止されていることから、妥当と判断される。

○

○○ ● ○
　県が適切に処分場の維持管理を行うことが求められており、本事業に対しては一定の評
価を得ている。なお、環境保全対策を進めるに当たっては、地域との信頼関係が重要であ
ることから、地元住民の理解が得られるよう、毎年、事業の説明や協議を行ってきている

●。

○● ○
■ □ □

○□

　事業者の破産等により、周辺環境の汚染対策や処分場の維持管理ができない状態になっ
たことから、県が廃棄物処理法に基づく行政代執行により処分場の維持管理等の環境保全
対策を実施しているため、県の関与は妥当である。



(様式４)継続事業中間評価調書   ( 年度実施事業)（事前評価 年 ) 評価確定日( 年 月 日 ）

事業ｺｰﾄﾞ 政策コード 政 策 名
施策コード 施 策 名

事 業 名
指標コード 施策目標(指標)名

(tel) 担当者名部 局 名 課 室 名 班名 担当課長名
 評　　価　　対　　象　　事　　業　　の　　内　　容 事業年度 年度 ～ 年度

３．事業目的（どういう状態にしたいのか）１－１．事業実施当初の背景（施策目標達成のためになぜこの事業が必要であったのか）

(重点施策推進方針との関係) 重点事業 その他事業

４．目的達成のための方法

 ①事業の実施主体
１－２．外部環境の変化及び事業推進上の課題

 ②事業の対象者･団体

 ③達成のための手段

２．住民ニーズの状況(事業継続中に把握したもの)
５．昨年度の評価結果等 継続 改善 見直しまたは休廃止受益者 一般県民 （時期： 年 月）①ニーズを把握した対象

②ニーズの変化の状況 a 増大した c 減少したb 変わらない ①評価の内容
③ニーズの把握の方法

アンケート調査 各種委員会及び審議会 ヒアリング インターネット
その他の手法 （具体的に )

④ニーズの具体的内容及び変化の状況の内容 ②評価に対

する対応

６．事業の全体計画及び財源 単位(千円)

事 業 内 訳 左　　の　　説　　明 年度 年度 年度年度 年度 年度順位 全体(最終)計画

財源内訳 左  の  説  明

国 庫 補 助 金

県　　　　　債
そ　　の　　他
一 般 財 源

令和02 令和02 05 13

0808020201 環境保全対策の推進

02 良好な環境と豊かな自然の保全八郎湖「わがみずうみ」創生事業
三大湖沼の水質保全対策の推進02

生活環境部 環境管理課八郎湖環境対策室 企画・計画推進班 1631 村上　旬 大場良貴

平成18 令和99

　水質汚濁や富栄養化の指標となっているＣＯＤ、窒素及びリンの濃度を引き下げ、アオコの発生を　八郎湖では、干拓工事が完了した後、富栄養化による水質汚濁が進行し、県として取組が可能なと
抑制し、住民生活への被害や、八郎湖における利水や親水域としての利用に支障が生じないようにすころから水質保全対策を進めていたが、毎年、アオコの発生が見られることもあり、水道水や漁獲さ
る。れた魚の異臭味問題が生じることに加え、全国湖沼水質ランキングでワースト上位に位置する状況で

あった。このため、平成１５年度～１７年度に実施した「八郎湖水質浄化シミュレーション事業」の
結果を踏まえ、流域９市町村や地域住民等と一体となった総合的な水質保全対策を講じる必要があっ
た。 ● ○

県

八郎湖流域の住民、市町村、事業者など　平成１９年度に全国１１番目となる「指定湖沼」の指定を受け、２０年３月に第１期湖沼水質保全
計画を、２６年３月に第２期、令和２年３月に第３期計画を策定し、同計画に基づきながら水質保全
対策を進めてきた。その間、平成２４年度はアオコの異常発生等によりＣＯＤ（化学的酸素要求量）

　八郎湖への負荷を抑制する発生源対策や、湖内浄化対策としての高濃度酸素水の供給、アオコ対策年間平均値が上昇し、全国ワースト４位となったものの、その後の水質は概ね横ばいで推移し、アオ
など、総合的な水質保全対策を推進していく。また、ＧＮＳＳ直進アシスト田植え機を活用した農地コの異常発生も起きていない。しかしながら、依然として水質環境基準を達成しておらず、今後も継
からの負荷抑制対策など、新たな技術を活用した効果的な対策も合わせて検討していく。続的に水質保全対策を推進する必要がある。�

● ○ ○□ ■ R01 05

○ ● ○ （一次評価結果）��夏季が高温であったにもかかわらず、湖心のＣＯＤ７５％値が速報値であるが平成３０年度目標
を達成する見込みであるなど、水質保全の取組は成果を見せつつあるものの、依然として「改善」には至っていない
ため、新たに策定する第３期湖沼水質保全計画に基づき、継続的かつ実効的な対策を推進していく必要がある。

□ ■ □ □
■ 県議会、市町村、市町村議会、住民からの要望

　湖沼水質保全計画の目標を達成できるよう、発生源対策やアオコ対策などを継続実施するとともに、汚濁負荷削減
　県と流域市町村で構成されている「八郎湖水質対策連絡協議会」において、市町村長から水質改善 対策として中央幹線排水路の濁水対策を実施するなど、八郎湖の再生に向けて各種水質保全対策を実施した。

に向けた取組の強化を要望されているほか、第３期計画策定に係る住民との意見交換会等の場では、

効果的な水質保全対策の推進など、様々な意見が出されている。

0 53 0 0 1 0 30 2 0 4

発生源対策事業 工場・事業場排水の監視指導、合併浄化槽高度処理促進補助金
01

      1,296         878         900         900         900         900              

湖内浄化対策事業 西部承水路の流動化促進、湖辺植生回復環境整備02
     23,779      24,343      14,161      14,161      14,161      14,161              

アオコ対策事業 アオコ監視カメラによる監視体制の強化、シルトフェンスによるアオコ遡上防止
03                   14,001      13,303      11,981      11,981      11,981      11,981

調査研究等推進事業 水質環境基準等調査、八郎湖研究会による調査研究等の推進
04       7,311                    6,219       6,328       7,311       7,311       7,311

湖沼水質保全計画推進事業 地域住民等との協働活動等の推進、計画の進行管理等05
                   3,747       5,238       5,238       5,238      3,943       5,238

－ その他合計－                   11,444     26,090      11,444      11,444     22,441      11,444

                  75,132      71,237      51,035      51,035     51,035      51,035

湖沼底層溶存酸素量・沿岸透明度改善モデル事業（環境省）                                                     4,504       5,427            

                                                                               

             産業廃棄物対策基金、環境保全基金      70,628      16,057                                             

     49,753      51,035                51,035      51,035      51,035              



７．事業の効果を把握するための手法及び効果の見込み
１次評価

指標名 指標の種類 評価結果
事業の効果（事業目標は達成されているのかどうか） 適用の可否 可 不可成果指標 有

効
性
の
観
点

指標式 Ab 達成率８０％以上１００％未満 c 達成率８０％未満a 達成率１００％以上業績指標
【評価への適用不可又はｃの場合の理由】①年度別の目標値（見込まれる効果） 低減目標指標 該当 非該当 B

指　標 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 最終年度

目標a C指
標
Ⅰ

実績b
１ 事業の経済性の妥当性(費用対効果の対前年度比) 適用の可否 可 不可

b 0.9～1.1a 1.1～ c ～0.9
東北及び全国の状況

＝〔 〕〔 〕
（指標Ⅰ）

/②データ等の出典
＝ （指標Ⅱ） A③把握する時期 翌年度 翌々年度 月当該年度中 月月 【評価への適用不可又はｃの場合の理由】効

率
性
の
観
点

指標の種類指標名

成果指標指標式
B業績指標

低減目標指標①年度別の目標値（見込まれる効果） 該当 非該当 ２ コスト縮減のための取組状況
指
標
Ⅱ

最終年度年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 a 客観的で効果が高い指　標 b 取組んでいる c 取組んでいない
目標a 【コスト縮減に向けた具体的な取組内容又は取組んでいない理由】 C
実績b

東北及び全国の状況

②データ等の出典 A継続
③把握する時期 当該年度中 月 翌年度 翌々年度 月月 総

合
評
価

B改善して継続
◎指標を設定することができない場合の効果の把握方法 C見直し

①指標を設定することが出来ない理由
D休廃止

E終了

②見込まれる効果及び具体的な把握方法(データの出典含む) ２次評価

必要性 A B C C有効性 A B C 効率性 A B

A継続総
合
評
価

１次評価 評価結果 B改善して継続

課題に照らした妥当性 a cb C見直し
【
理
由
】

D休廃止

E終了
必
　
要
　
性
　
の
　
観
　
点

Aa c住民ニーズに照らした妥当性 b 評価結果の当該事業への反映状況等(対応方針)
【
理
由
】 B

c県関与の妥当性（民間、市町村、国との役割分担） a b
法令・条例上の義務 内部管理事務 県でなければ実施できないもの

C民間・市町村で実施可能であるが県が関与する必要性が認められるもの 政策評価委員会意見
【
理
由
】

八郎湖（湖心）におけるＣＯＤ７５％値

● ○●八郎湖（湖心）におけるＣＯＤ７５％値（化学的酸素要求量＝水質の汚濁状況
○○ ●○を示す代表的な指標。国では評価として７５％値を使用） ○

● ○ ○令和元年度は例年に比べ、春から夏にかけて降水量が少なく気温も高く推移したこと等か
30 01 02 03 0 4 0 5 0 6 ら、初夏から秋にかけてＣＯＤの値が上昇し目標値を達成できなかったもの。

●       7.3           7.1       7.3       7.3        7.2       7.2        7.1       7.1

       7.3                       9                                                  

○ ●ａ／ｂ   100%  81.1% 999.9% 999.9% 999.9% 999.9% 999.9%       

○○ ○なし
平成30年度の効果 令和01年度の決算額

公共用水域水質測定結果による（速報値。確定は６月。）
令和01年度の効果 平成30年度の決算額

○○●○ 0 6

八郎湖（東部承水路）におけるＣＯＤ７５％値

●八郎湖（東部承水路）におけるＣＯＤ７５％値（化学的酸素要求量＝水質の汚

●○濁状況を示す代表的な指標。国では評価として７５％値を使用）

● ○
3 0 01 02 03 0 4 0 5 0 6 ○ ● ○

○       7.8        8.8           7.8         9        8.5       8.3        7.8         8

高濃度酸素水供給対策については、その効果を把握するための水質検査等の実施箇所数や         9        12                                                               
頻度を、過去の実績を参考に見直すなど、各種対策のコスト縮減に努めた。ａ／ｂ        86.7%    75% 999.9% 999.9% 999.9% 999.9% 999.9%

なし

公共用水域水質測定結果による（速報値。確定は６月。） これまでの取組等により、平成３０年度まではＣＯＤ７５％値の目標を達成する見込みで○
あったが、令和元年度は高温少雨によりＣＯＤ７５％値で目標値を上回ってしまった。依● ○○ 0 6 ● 然として環境基準の「改善」に至らなかったことから、令和元年度に策定した第３期湖沼
水質保全計画に基づき、継続的かつ実効的な対策を推進していく必要がある。○

○

○

- - - - - -- - -

（２次評価対象外）○
○

● ○ ○ ○
八郎湖の水質改善に向けて、令和元年度に策定した第３期湖沼水質保全計画に基づき、県

○・市町村・関係団体・住民が連携し、継続的に取り組んでいく必要があるため。

○

●● ○ ○
八郎湖の水質は一時期より改善しているものの、一部河川ではアオコによる悪臭被害が発
生しており、水質改善・アオコ抑制に対する住民ニーズは増大している。

○

○● ○
■ □ □

○□

八郎湖は「湖沼水質保全特別措置法」に基づく指定湖沼であるため、県が策定した湖沼水 自己評価の「Ｂ」をもって妥当とする。
質保全計画による対策を推進することとなっている。



(様式４)継続事業中間評価調書   ( 年度実施事業)（事前評価 年 ) 評価確定日( 年 月 日 ）

事業ｺｰﾄﾞ 政策コード 政 策 名
施策コード 施 策 名

事 業 名
指標コード 施策目標(指標)名

(tel) 担当者名部 局 名 課 室 名 班名 担当課長名
 評　　価　　対　　象　　事　　業　　の　　内　　容 事業年度 年度 ～ 年度

３．事業目的（どういう状態にしたいのか）１－１．事業実施当初の背景（施策目標達成のためになぜこの事業が必要であったのか）

(重点施策推進方針との関係) 重点事業 その他事業

４．目的達成のための方法

 ①事業の実施主体
１－２．外部環境の変化及び事業推進上の課題

 ②事業の対象者･団体

 ③達成のための手段

２．住民ニーズの状況(事業継続中に把握したもの)
５．昨年度の評価結果等 継続 改善 見直しまたは休廃止受益者 一般県民 （時期： 年 月）①ニーズを把握した対象

②ニーズの変化の状況 a 増大した c 減少したb 変わらない ①評価の内容
③ニーズの把握の方法

アンケート調査 各種委員会及び審議会 ヒアリング インターネット
その他の手法 （具体的に )

④ニーズの具体的内容及び変化の状況の内容 ②評価に対

する対応

６．事業の全体計画及び財源 単位(千円)

事 業 内 訳 左　　の　　説　　明 年度 年度 年度年度 年度 年度順位 全体(最終)計画

財源内訳 左  の  説  明

国 庫 補 助 金

県　　　　　債
そ　　の　　他
一 般 財 源

令和02 平成24 令和02 05 01

0808020105 環境保全対策の推進

02 良好な環境と豊かな自然の保全環境放射能測定事業
良好な環境の保全対策の推進01

生活環境部 環境管理課 大気・水質班 1603 古井正隆 佐藤光子

平成24 令和99

　生活環境や食品等の放射能測定を継続するとともに、県ウェブページを通じてその結果を速やかに　平成２３年３月に発生した福島第一原発事故による放射性物質の拡散に対し、大気、土壌などの生
情報提供し、県民の安全・安心を確保する。活環境や食品等に係る測定を行い、その測定結果を県民に情報提供することにより、県民の安全・安

心を確保することが必要である。併せて放射能に関する正しい知識の普及啓発が必要である。

● ○

県

県民、事業者（食品、水道、廃棄物、農業等）、市町村、県　身の回りの放射能に関する県民の関心は高く、測定体制を維持し、引き続き生活環境や食品などの
放射能測定結果を県民に提供する必要がある。また、併せて放射能に対する正しい知識の普及啓発が
必要である。

○県内６ヵ所に設置したモニタリングポストでの空間放射線量の常時監視。　　　　　　　　　　　
○ゲルマニウム半導体検出器による大気、土壌などの生活環境及び食品等の放射能測定。　　　　　
○サーベイメータによる空間放射線量の測定等。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○県ウェブページを活用した放射能測定結果の公表。

● ○ ○□ ■ R01 06

○ ● ○ （一次評価結果）��放射能に対する県民の不安を取り除き、安全・安心の確保のため、事業を継続する必要がある。

□ ■ □ □
□ 県議会福祉環境委員会

　モニタリングポストによる常時監視結果は、原子力規制庁のウェブページを介し、リアルタイムで公表した。また
山菜やイノシシなど、放射能の数値が高いものについては、きちんと自粛要請をしていただきたい。 、ゲルマニウム半導体検出器による生活環境や食品に係る放射能測定を実施し、速やかに公表することで県民の安全

・安心の確保に努めた。

0 53 0 0 1 0 30 2 0 4

環境放射能測定事業 県内の放射能の状況を的確に把握するため、土壌などの生活環境のほか、食品等の放射能
01

測定を行う。       1,143       1,078       1,533       1,251       1,251       1,251              

環境放射能水準調査研究費 原子力規制委員会の委託によりモニタリングポストによる県内６カ所の空間放射線量の測02
定を行うとともに、ゲルマニウム半導体検出器による生活環境等の放射能測定を行う。      11,162      18,730      23,396      17,762      17,762      17,762              

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                  12,305      19,808      19,013      19,013     24,929      19,013

原子力規制委員会からの環境放射能水準調査業務委託費                   23,391      11,995      11,995     11,153      18,758            

                                                                               

             産業廃棄物対策基金繰入金       1,011         866       1,125                    969       1,125

        184         569        141       5,893       5,893      19,013              



７．事業の効果を把握するための手法及び効果の見込み
１次評価

指標名 指標の種類 評価結果
事業の効果（事業目標は達成されているのかどうか） 適用の可否 可 不可成果指標 有

効
性
の
観
点

指標式 Ab 達成率８０％以上１００％未満 c 達成率８０％未満a 達成率１００％以上業績指標
【評価への適用不可又はｃの場合の理由】①年度別の目標値（見込まれる効果） 低減目標指標 該当 非該当 B

指　標 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 最終年度

目標a C指
標
Ⅰ

実績b
１ 事業の経済性の妥当性(費用対効果の対前年度比) 適用の可否 可 不可

b 0.9～1.1a 1.1～ c ～0.9
東北及び全国の状況

＝〔 〕〔 〕
（指標Ⅰ）

/②データ等の出典
＝ （指標Ⅱ） A③把握する時期 翌年度 翌々年度 月当該年度中 月月 【評価への適用不可又はｃの場合の理由】効

率
性
の
観
点

指標の種類指標名

成果指標指標式
B業績指標

低減目標指標①年度別の目標値（見込まれる効果） 該当 非該当 ２ コスト縮減のための取組状況
指
標
Ⅱ

最終年度年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 a 客観的で効果が高い指　標 b 取組んでいる c 取組んでいない
目標a 【コスト縮減に向けた具体的な取組内容又は取組んでいない理由】 C
実績b

東北及び全国の状況

②データ等の出典 A継続
③把握する時期 当該年度中 月 翌年度 翌々年度 月月 総

合
評
価

B改善して継続
◎指標を設定することができない場合の効果の把握方法 C見直し

①指標を設定することが出来ない理由
D休廃止

E終了

②見込まれる効果及び具体的な把握方法(データの出典含む) ２次評価

必要性 A B C C有効性 A B C 効率性 A B

A継続総
合
評
価

１次評価 評価結果 B改善して継続

課題に照らした妥当性 a cb C見直し
【
理
由
】

D休廃止

E終了
必
　
要
　
性
　
の
　
観
　
点

Aa c住民ニーズに照らした妥当性 b 評価結果の当該事業への反映状況等(対応方針)
【
理
由
】 B

c県関与の妥当性（民間、市町村、国との役割分担） a b
法令・条例上の義務 内部管理事務 県でなければ実施できないもの

C民間・市町村で実施可能であるが県が関与する必要性が認められるもの 政策評価委員会意見
【
理
由
】

食品の放射性物質濃度基準達成率（％）

● ○●基準値内検体数／総検体数
●○ ○●○

○ ● ○
30 01 02 03 0 4 0 5 0 6

○       100           100       100       100        100       100        100       100

       100                     100                                                  

○ ●ｂ／ａ   100%   100%     0%     0%     0%     0%     0%       

○○ ○全国的にも未だ食品の検査が求められている状況である。
令和01年度の効果 平成30年度の効果

環境管理課調べ
令和01年度の決算額 平成30年度の決算額

○○●○ 0 5

水道水の放射性物質濃度基準達成率（％）

●基準値内検体数／総検体数

●○

○ ●
3 0 01 02 03 0 4 0 5 0 6 ○ ● ○

○       100        100           100       100        100       100        100       100

県民の安全・安心の確保に関わる施策であるため、必要な対策を行いながら、国とも十分       100       100                                                               
に協議し、コスト縮減に努めている。ｂ／ａ         100%   100%     0%     0%     0%     0%     0%

基準を達成している。

環境管理課調べ 放射能に対する県民の不安を取り除き、安全・安心の確保のため、事業を継続する必要が●
ある。● ○○ 0 5 ○

○

○

○

- - - - - -- - -

（２次評価対象外）○
○

● ○ ○ ○
福島原発事故以降の状況を踏まえ、放射能の測定体制の維持・継続が求められている。

○

○

○○ ● ○
住民に対する測定体制及び情報提供体制は十分に整えられている。

●

○● ○
□ □ ■

○□

県として、必要な測定を直ちに行える体制を維持し、県民へ的確な情報提供を行う必要が
ある。



(様式４)継続事業中間評価調書   ( 年度実施事業)（事前評価 年 ) 評価確定日( 年 月 日 ）

事業ｺｰﾄﾞ 政策コード 政 策 名
施策コード 施 策 名

事 業 名
指標コード 施策目標(指標)名

(tel) 担当者名部 局 名 課 室 名 班名 担当課長名
 評　　価　　対　　象　　事　　業　　の　　内　　容 事業年度 年度 ～ 年度

３．事業目的（どういう状態にしたいのか）１－１．事業実施当初の背景（施策目標達成のためになぜこの事業が必要であったのか）

(重点施策推進方針との関係) 重点事業 その他事業

４．目的達成のための方法

 ①事業の実施主体
１－２．外部環境の変化及び事業推進上の課題

 ②事業の対象者･団体

 ③達成のための手段

２．住民ニーズの状況(事業継続中に把握したもの)
５．昨年度の評価結果等 継続 改善 見直しまたは休廃止受益者 一般県民 （時期： 年 月）①ニーズを把握した対象

②ニーズの変化の状況 a 増大した c 減少したb 変わらない ①評価の内容
③ニーズの把握の方法

アンケート調査 各種委員会及び審議会 ヒアリング インターネット
その他の手法 （具体的に )

④ニーズの具体的内容及び変化の状況の内容 ②評価に対

する対応

６．事業の全体計画及び財源 単位(千円)

事 業 内 訳 左　　の　　説　　明 年度 年度 年度年度 年度 年度順位 全体(最終)計画

財源内訳 左  の  説  明

国 庫 補 助 金

県　　　　　債
そ　　の　　他
一 般 財 源

令和02 平成26 令和02 05 08

0808020401 環境保全対策の推進

02 良好な環境と豊かな自然の保全野生鳥獣被害防止対策事業
野生鳥獣の適正な保護管理04

生活環境部 自然保護課 鳥獣保護管理班 8601613 澤田智志 金萬誠志

平成26 令和99

　特定鳥獣の生息調査等を実施するとともに、有害鳥獣捕獲の担い手の育成・確保、地域におけるツ　狩猟者の減少や高齢化により、野生鳥獣の保護管理の担い手である狩猟者が減少している。また、
キノワグマ被害防止活動への支援を行うことで、野生鳥獣の適切な保護管理及びこれらによる人身・近年、ツキノワグマの生息域拡大に伴う人身被害の増加や、新たに侵入してきたニホンジカ・イノシ
生活環境被害や農林水産業被害の低減を図ることを目指す。シの目撃情報の増加など、農林業・生活環境被害の増加が懸念されており、これら被害を及ぼす野生

鳥獣（特定鳥獣）の管理対策は喫緊の課題となっている。��　また、管理の方向性を検討するための
基礎資料として、新たな侵入種の生息動向を把握するモニタリング調査を実施する必要がある。

○ ●

県

県民（一般県民のほか市町村や農林業関係団体の職員、農林業従事者など）　狩猟者の減少や高齢化が進行しており、有害鳥獣の捕獲など個体数の適正な管理に支障を来してい
る。ニホンジカやイノシシの生息密度が低く痕跡等の発見が難しいため、個体数の管理に必要な推定
生息数の算出が難しい状況にある。

　①フォーラムの開催（狩猟や野生鳥獣の保護管理に関する基調講演、若手・女性ハンターからの体
験談報告、猟具の展示・操作の体験、阿仁マタギの紹介や狩猟技術訓練施設の見学など）　②新規狩
猟免許取得者に対する支援　③生息調査や関係機関等からの目撃及び被害に関する情報収集等　④捕
獲推進のための各種支援

● ○ ○□ ■ R02 03

● ○ ○ （一次評価結果）��　野生鳥獣との軋轢を軽減し共生していくためには、被害を及ぼす野生鳥獣を適正に管理してい
く必要がある。中心的な役割を担う狩猟者の確保と育成を継続して取組むとともに、農林業被害の増加が懸念される
シカ・イノシシの捕獲技術の向上策を望む声が多く寄せられていることから、現場のニーズや住民の安全・安心に繋

□ ■ ■ □ がる取組みが求められる。
□ 農業関係者及び狩猟団体へのヒアリング

　野生鳥獣を適正に管理するため、人と野生鳥獣との向き合い方を再構築するための「野生鳥獣管理共生ビジョン」
　①市町村及び農業関係団体から、狩猟者の減少や高齢化により、有害鳥獣の被害対策にあたる人員 の策定や、第二種特定鳥獣管理計画（ニホンジカ・イノシシ）を策定し適正な保護・管理に努めているほか、新規狩

の不足を危惧する意見がある。②環境審議会自然環境部会及び白神山地世界遺産地域連絡会議（有識 猟者の確保のための狩猟免許等取得支援、狩猟の魅力を伝えるフォーラムの開催、捕獲技術の向上を目的とした講習
会を開催し普及に努めるなど、現場のニーズを踏まえた取組を行った。者・国・県・市町村）、目撃件数や農林業被害の増加した市町村からは、野生鳥獣の生息域拡大に伴

う被害拡大を懸念する意見がある。

0 53 0 0 1 0 30 2 0 4

特定鳥獣捕獲・被害防除対策事業 　イノシシ及びニホンジカの捕獲を推進するため、センサーカメラによる出没情報の収集
01

や捕獲従事者への情報提供を行い、効率的な捕獲事業を実施する。       3,909      18,408       9,207       9,207       9,207       9,207              

担い手確保・育成事業 　狩猟免許の取得支援や野生鳥獣管理に関する研修等を開催し、担い手の確保・育成を図02
る。       1,353         842       7,882       7,882       7,882       7,882              

普及啓発事業 　狩猟に対するイメージの向上を図るため、狩猟の魅力を発信するフォーラムを開催する
03              ほか、県民向け出前講座による野生鳥獣による被の防止対策等の普及啓発を図る。         541         402       2,632       2,632       2,632       2,632

生息調査事業 　第１２次鳥獣保護管理事業計画に基づき、生息状況等を把握し次期特定計画に反映させ
04 るためのモニタリング調査を実施する。       3,225                   14,083         928       3,225       3,225       3,225

狩猟技術訓練施設整備事業 　現在休場している県立総合射撃場クレー射撃場を狩猟技術訓練施設に転用し活用するた05
             めの工事及び備品購入、供用開始後の指定管理料など。      37,022     123,373                           639,321            

                                                                               

                  56,909     659,901      22,946      22,946    146,319      22,946

指定管理鳥獣捕獲等事業交付金                    5,917       6,000       6,000      1,240     292,433       6,000

環境保全基金、公共施設等適正管理推進事業債                   27,400     334,742      98,032       2,500       2,500       2,500

                                                                               

     32,726      42,370     28,269      14,446      14,446      14,446              



７．事業の効果を把握するための手法及び効果の見込み
１次評価

指標名 指標の種類 評価結果
事業の効果（事業目標は達成されているのかどうか） 適用の可否 可 不可成果指標 有

効
性
の
観
点

指標式 Ab 達成率８０％以上１００％未満 c 達成率８０％未満a 達成率１００％以上業績指標
【評価への適用不可又はｃの場合の理由】①年度別の目標値（見込まれる効果） 低減目標指標 該当 非該当 B

指　標 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 最終年度

目標a C指
標
Ⅰ

実績b
１ 事業の経済性の妥当性(費用対効果の対前年度比) 適用の可否 可 不可

b 0.9～1.1a 1.1～ c ～0.9
東北及び全国の状況

＝〔 〕〔 〕
（指標Ⅰ）

/②データ等の出典
＝ （指標Ⅱ） A③把握する時期 翌年度 翌々年度 月当該年度中 月月 【評価への適用不可又はｃの場合の理由】効

率
性
の
観
点

指標の種類指標名

成果指標指標式
B業績指標

低減目標指標①年度別の目標値（見込まれる効果） 該当 非該当 ２ コスト縮減のための取組状況
指
標
Ⅱ

最終年度年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 a 客観的で効果が高い指　標 b 取組んでいる c 取組んでいない
目標a 【コスト縮減に向けた具体的な取組内容又は取組んでいない理由】 C
実績b

東北及び全国の状況

②データ等の出典 A継続
③把握する時期 当該年度中 月 翌年度 翌々年度 月月 総

合
評
価

B改善して継続
◎指標を設定することができない場合の効果の把握方法 C見直し

①指標を設定することが出来ない理由
D休廃止

E終了

②見込まれる効果及び具体的な把握方法(データの出典含む) ２次評価

必要性 A B C C有効性 A B C 効率性 A B

A継続総
合
評
価

１次評価 評価結果 B改善して継続

課題に照らした妥当性 a cb C見直し
【
理
由
】

D休廃止

E終了
必
　
要
　
性
　
の
　
観
　
点

Aa c住民ニーズに照らした妥当性 b 評価結果の当該事業への反映状況等(対応方針)
【
理
由
】 B

c県関与の妥当性（民間、市町村、国との役割分担） a b
法令・条例上の義務 内部管理事務 県でなければ実施できないもの

C民間・市町村で実施可能であるが県が関与する必要性が認められるもの 政策評価委員会意見
【
理
由
】

狩猟免許受験者申込者数

● ○○受験申込者数
●○ ○●●

○ ● ○　県民への普及啓発及び新規狩猟者への支援により目標を達成。
30 01 02 03 0 4 0 5 0 6

○        80            80        80        80         80                              

       165                     127                                                  

○ ●ｂ／ａ 206.3% 158.8%     0%     0%                         

○○ ○減少傾向にある
令和01年度の効果 平成30年度の効果

自然保護課
令和01年度の決算額 平成30年度の決算額

○○○● 0 3

野生鳥獣保護管理対策検討委員会への報告・検討

○検討委員会開催数

●●

○ ●
3 0 01 02 03 0 4 0 5 0 6 ○ ● ○

○         1          1             1         1          1                              

　ツキノワグマをはじめ、シカ・イノシシなど、農林業被害の増加が危惧される状況にお         2         2                                                               
いて、野生鳥獣の適正な保護管理に対する費用も増大していくことが予測される。そのたｂ／ａ         200%   200%     0%     0%                   
め、現状を的確に把握し関係機関との連携による事業の実施など、効率的な予算の執行に

都道府県により異なり単純比較はできない 努めている。

自然保護課 　中山間地域における過疎・高齢化及び耕作放棄地の増加に伴う経済活動の縮小により、●
野生鳥獣による人身・生活環境及び農林業被害がますます増大することが懸念されており○ ○● 0 3 ○ 、適正な野生鳥獣の管理には、狩猟者の確保・育成は喫緊の課題である。��　また、狩猟
者の高齢化や減少により、一人あたりの捕獲率を向上させるための技術講習会等の取組み○
は、継続的に実施する必要がある。��　今後も現場のニーズや住民の安全・安心を確保す

○ るための継続した取組が求められている。

○

- - - - - -- - -

（２次評価対象外）○
○

● ○ ○ ○
　クマによる人身被害や新たな侵入種（シカ・イノシシ）による農林業被害を発生させな

○いためには、必要な対策である。

○

●● ○ ○
　クマの住宅街での出没やシカ・イノシシの目撃情報が増加傾向にあり、住民の関心も高
まっている。

○

○● ○
■ □ □

○□

　鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づき、第１２次鳥獣保護管理
計画を策定し、第二種特定鳥獣管理計画により実施している。


